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　　　　　浪華　　　琴鶴松浦純逸著
　　　　　　地理宅相の大意
栄造宅経に曰人宅左に流水ある之を青龍と謂う右に長道
ある之を白虎と謂う前に汚池ある之を朱雀と謂う後に丘
陵ある之を玄武と謂う及最貴の地とすと所謂流水長道汚
池丘陵の四形は震兌坎離の卦象より生じ青龍白虎朱雀玄
武の四名は太少陰陽の四気より成物理自然の形名なり盖
物理の自然たるや陰は陽に交り陽は陰に合し偏重ならす
して万物生育す是を以て人の居所に於るも亦前後平坦に
して四方正直なる地を吉とす及地球偏重ならさるの象な
り宅経に曰凡宅地平坦なるを名て梁土とす之に居すると
きは吉なりと凡て高低欠張あるは地形の難にして好で作
べきにあらず然ども山谷の地或は道路溝川に隣たる所等
はおのづから高低欠張ありて貧福窮達の相を顕はす故に
其高低欠張は陰陽偏重なるものなれば之を平和して専ぱ
ら利益に移し害損を避人をして富貴延壽の幸慶を得せし
めんが為に聖人陰陽向背の法を立以て地宅相法の術を万
世に施たまふ夫仰かざるべけんや抑衣食住の三は人世の
至要にして身を脩め家を斉ふる事是聖教の最主たり先宅

舎の用たるや暑寒風雨を凌ぎ飲食座臥を安んし業用を便
し親疎を和し祖先の祭祀を奉じ子孫の後栄を計り凡て忠
孝を全ふする人生動止の倚所是より大なるはなし故に撰
ずんば有べからず然に近世地宅を相する者数百家にして
彼家にて吉と指もの此家にては凶と示の類あり斯判断紛
紛として却て人の惑を生ず亦愚ならずや凡地宅の相法は
自然の理を原とし陰を以て陽に和し出を以て入を補の明
断なれば吉凶指揮相反ずるに理なしみづから勉て杜撰な
くば何の惑かこれあらん
　　　　　　　地面の四方高低吉凶の弁
象吉通書に曰宅地後高く前下を名て晋土と謂ふ是に居する
者は吉なり前高く後下を名て楚土と謂ふ是に住する者は
凶なりと按ずるに是南面に備たるを正とするの説に因て
前後高低の吉凶を論ぜしものならん彼室宅は南面を正と
すといへるも畢竟は陽気に向陰気を避ものにて陰陽避趨
の術は相法の本なり前後高低の論は判断の末なり是を後
にし彼を前にして考ふるときは前面後居の論に抱はらず
唯東低く西高く又南低く北高き等の地は東方南方の陽気
を受の理なり故に東向。辰已向。南向。抔にして後居高き地は
乃。西。戌亥。北。等高き地形と成ゆへ大吉相の備にして富貴を

主とり職業発達し子孫長久す亦。西面。戌亥面。北面。抔にして
後居高き地は及ち東。辰已。南。等高き地形となる故大凶相の
備にして貧窮を主り産業衰微し終に家宅断絶におよぶな
り
　　　　　地面の中央高低吉凶の弁
四方の連山次第に高く其中央平坦にして巡の山腹に遠か
らさる地は大有福の相とす茲に村里を搆ゆれは往々人気
聚り草亭軒を並べ繁昌都会に比するの地となる是諸国に
て屡見およぶ所なり又四方低く空々として中央耳高く巡
て馮ものなき地は大凶相なり假令開地して一旦繁栄にお
よぶとも後年必ず衰微して廃地となるなり凡て地は其濶
狭に応し宜く気の止まるべき山岡樹木なけれは万代不易
とは云難し
　　　　　神社仏閣等の廃地に居する家宅の説
往昔寺社霊廟或は墳墓戦場城地或は天子の行宮英雄の宅
地又は名所大駅の地等廃して郊野田畑と成たるを知ずし
て庶民人の居所とするときは極て祟をなし種々妖災ありて
終に家宅破廃断絶におよぶなり凡右等の舊跡は積年の霊
気地中に止まりて散ぜず或は遺物名器等地下に瘗有て種
種妖怪を発するものなり撰ずんば有べからず　　

　　　　　神社仏閣等の門前に対する家宅の説
諸人等輩たりとも宅舎の入口向ひ合たるは大に凶し彼諺
に両虎相爭ときは一虎必ず亡といへるの意なり極て貧困
を主どる別て神社仏閣或は貴人館舎の門口と庶人住宅の
入口と正当に向ひ合ときは不敬の祟ありて職業発達せず
病難行れ子孫連綿し難宅経す神社の門に対ずれは常に時
瘟を病といへり尤門口の相対するは勿論の事なり都て霊
場貴館の在前に居所搆ゆるは大に凶なりと知べし
　　　　　往還の行当に住する家宅の説
往還の行当を住居とするは大に凶し別て門口往来の直当
を受たるは弥凶し神社仏閣と雖も直なる長道の行当にあ
るは神仏の霊尊からずといへり凡往還を直に請たるは表
面空々として一筋の水路烈に向たるが如くにて住人安居
ならず種々災ひ踵をつぎ産業つひに衰ふる事必せり
　　　　　戌亥張欠の地宅吉凶の弁
　　　　　并戌亥申張の吉地搆に因て凶相を兼の図説
　　　　　同戌亥欠の建家土蔵搆格の図説
　　　　　同戌亥欠の凶地搆に因て吉相に転ずる図説
乾宮は四気に資て秋冬の間に当り天に属して気を坤地に
降す天の万物を養の理を備て其徳の広大なる事八方中第

一たり専はら福祐の気を主とす或は其天に属するを以て
君主祖先の尊貴遠長に配し又其純陽至極の故をもつて却
て庶民卑陋すべて貧賤とするの理ありこれ天地消長治乱
興廃みな以て始終全き事を得ず物極ときは必反するの意
なり凡此地の備方張出は幸福の気盛にして家業繁昌し子
孫延栄を主どり尊貴に近親して食禄株徳を得べきの大吉
相とす尤建家の張出るも同事の吉相なり然し左の図の如
く張出る地面へ土蔵を搆へ建家より建続きたる備は即ち
遠所より幸福を得るの気ありと雖も亦権威に募の理あり
て商家にても主人の気性高く驕奢を恣にす故に産業に疎
く成行遂に家運傾廃するなり夫戌亥倉吉相といふは四方
正直の地面にして此乾方に程よき土蔵備あるは即全吉と
する事にて此図の如く張出る上に倉庫あるは強張の象と
し極て凶とす但し是に限らす凡て八宮と張出る備は大
略吉相多と雖も強く張出る欤又少しにても地宅とも張た
る備は即強張にして必種々の祟難あるものなり是所謂過
たるは猶及ざるが如しの意たり唯相応を以て至要とすべ
し






戌 亥 倉 庫 強 張 の 図








戌亥の方欠入たる備は大に凶し天に属し尊貴福祐の地位
ゆへ少しにても欠失ときは家業次第に衰へ住人疾病の患
ひ絶さるなり然ども図の如く其欠入たる所へ程よく土蔵
を搆置ば聊凶を転ずるの理あり然ども建家の欠込へ倉庫
を建て其凶を防んとするは当す是凶を避んとて却て凶を
招くものなり凡て八宮とも建家の欠込へは決て土蔵を建
べからす吉なく凶多しと知べし猶欠込の凶相を転する備
格種々ありと雖も具に述る遑あらずまづ此例を以て推考
へ察べきなり


建 家 乾 欠 募 凶 図
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　　　　　未申張欠の地宅吉凶の弁
坤宮は平地に属し気を乾天に受て百物を産じ有徳無疆の
位とす人事に資ては婦女に属するを以て専はら婦人の安
危を顕はすなり凡未申張出る搆は婦進み夫退の理ありて
婦人に権勢加はり妻女宅主に代て家事を主とり或は間女
主となる事あるの大凶相なり是坤の陰位張慢に因ておの
づから柔陽剛陰の象に淫せし災ひにて宅主および家嫡都
て男子に応じ常に病床にあつて家事衰廃するとす或は無
病なるも早世夭死の愁有てかならず女主相続を主どるな
り

未申欠入たる備
は大に凶し坤は地 形 坤 欠 吉 相 図

百物含蓄納成の
位にして妻妾婦
徳の地位たり故
に是を欠失ふと
きは必ず婦人長
病を患ひ或は廃
人となり絶子孫

出生の徳なくしておのづから養子相続を主とる其餘すべ
て婦人に故障絶難く妻妾屡かはる等の難ありなほ家内常
に病労の人絶ざるの大凶相とす但し右図の如く斜にして
少し欠入たる備は吉相に近き理もあるなり
　　　　　丑寅張欠の地宅吉凶の弁
　　　　　并丑張寅張の凶相軽重あるの図説
　　　　　同丑寅欠の備真伝の図説
艮宮は一歳の終始を兼含たる位にして冬春陰陽二季交会
の象たり既に草木の舊臘根に帰たる生気の春の候を得て
再び萠動くの地位なれは唯平和の備を以て吉とする所な
り故に少にても張出るときは終老の気たる地位に逆ひ家

人に災害し病癆衰廃の徒多別て宅主家嫡都て男子の短命
を主とり血脈世嗣を絶し養子相続の家となる假令住者多
しといふとも家僕のみにて家族たる人少くおのづから宅
中寂寞として招陽の徳なく盛陰にして弥衰微を主どるな
り就中丑の方にて張出たるは別て凶し是丑は固より土に
属し終陰の気を専とせし所ゆへ土気盛の地形となりて凶
殺烈しきものなり又寅の方にて張出は其凶稍緩せなる理
ありて聊吉相に近く住人災害多からず発達の兆し有とす
其理寅は春気の首め微陽発生の象なるをもつて張出を順
理とする所以なり


丑 張 地 形 之 図




図 之 形 地 張 寅


丑寅欠入たる備は大に凶し委く前説張備の所に述が如此


方は始終屈伸二
気交界の位にし丑 寅 欠 備 真 伝 図

て唯平分を以て
吉とするの所ゆ
へ少々にても欠
入ときは発生の
気たる地徳を失
ふゆへ子孫次第
に亡命し終に血
脈絶る事を主ど


るなり又建物欠入たるも同事の凶備とす尤丑欠寅欠とも
理断差別なくすべて凶たり惣じて諸宮とも欠込備は必す
吉相なき事推て知べし盖世にいふ丑寅欠とは全く欠入た
るを吉とせしにあらば右図の如く建物此隅を除き空地と
なして艮の陰湿を受ざる様の備を吉相とする古聖の示伝
なるものなり
　　　　　辰己張欠の地宅吉凶の弁
巽宮は燥陽の位にして百物長盛の徳を備へ正に致遠の象
地とす此方張出る備は富貴久遠子孫連綿を主どるなり別
て海舶旅賈の産業抔は家名遠所に達する事速なして幸福

を得る事莫大なるの吉相とす然とも前に述る乾張の説と
同意にして地面建物とも重々張満は却て凶したとへば老
輩なくして産業密なる事を得ず別て船積の商家は度々破
船などの難有て損財甚きを主とるとす因て此方は唯地宅
の中一箇のみ其地面或は其建家相応に程よく張出を吉相
とするなり但し寺院僧房は假令少しの張備にても極て凶
とす必ず色情女難を発するなり
辰已の方欠入たる備は大凶なり陽精衰ふるの象にして住
人病癆絶す且衰微破財を主とるなり但し少の欠込ならは
其欠込たる所へ建物にてほど能張出し置か倉庫離座敷抔
を搆置ときは聊其凶相を補の理あり是乾宮欠備の説と同
意の論なり宜く照覧して熟得すべし
　　　　　東方張欠の地宅吉凶の弁
　　　　　并欠張場所の濶狭に因地形変動ある図説
震宮は陰中の微陽己に発覚するの象とす月令曰仲春雷及
聲を発と仲春は是震に位す又易に震を雷とす雷は陽気陰
精を破り発して鳴動す皆凡て上達発生の徳を主とする地
位にして春陽方に至て草木萠動するの候に当り頗る進発
の理あり故に此方張出るは産業日々に栄へ子孫次第に旺
ず大吉相の備とす然に地宅の備格を鑑誤ときは吉凶の相

暗に相反する事あり假令ば左の図の如く巽艮の欠入広と


図 位 欠 艮 巽

図 之 位 張 震


きは全く東張の備となる然を東の張出広ときは反て巽艮
二宮の欠入となりて敢て東張の備に当ず相者此理を能弁
ふべし欠込の理も亦此例を以て推考凡て必恖卒として
鑑相を愆ことなかれ
東の方欠入たる備は大に凶し夫震は陽気既に至り万物蠢
動の候に配し事物発生して次第に繁茂せんと欲するの地
位なるが故に此方欠入ときは即ち其地発達の気に反悖し
て為に祟害に罹り宅主常に困屈して産業繁昌し難く種々
災害を発し疾病損財交々至て愁傷絶ざるの大凶相とす
　　　　　西方張欠の地宅吉凶の弁

　　　　　并地宅ともに張出たる搆の図説
兌宮は金気の正
位たり金能水を
生ずるの理を以
て潤沢の功を施
し五穀百果登熟
の徳地とす然ど
も金気亦殺伐を図 備 張 西 共 宅 地

主とする故草木
枯槁し鳴蟲生じ

て尋で死す盖成終を兼るの地位たり故に張出欠込皆凶し
唯平和を以て吉とす但し少し張備たるは住者無難にして
微き吉相とするの理あり若地面建物の中一箇にて強く張
満る歟亦は少しにても右図の如く地宅ともに張出るもの
は大に凶し必口舌女難を主どり凡て妻妾少女に就て災害
あり又家業衰微におよふ事必せり
西の方欠入たるは大に凶し是百物收納の徳を具たる所の
地位なれば欠込たる備あるは諸事妨ありて成就する事な
く住者病難貧困に窮なり
　　　　　南方張欠の地宅吉凶の弁

　　　　　　并南欠の凶相を避る備格の図説
離宮は陽火の至極たり是を太陽といふ太陽は内清陰を含
て以て万物を潤育し外極陽を主として以て万物を盛生す
繁茂堅實の徳ある地位にして盛大の気を専とする故張出
たる備を吉とす凡此地の備かたは大概西欠張の説に等し
く唯少しく張出たるは禎祥盛にして富貴繁栄し子孫延昌
を得て数代連綿長盛を主どるの大吉相とす若強く張満る
ときは却て凶相となり種々災害有と知るべし
南の方欠入たる備は大に凶し是陽気至極の地位を欠失ふ
の凶相にて産業衰微し家運次第に傾廃する事を主どるな
り但し少しの欠込ならば左の図の如く其欠込所へ建物を
建誥空地なき搆
をすればいさゝ地 形 離 欠 防 凶 図

か其凶を防の理
有とす






　　　　　北方張欠の地宅吉凶の弁
　　　　　并建家の搆所に因て地形の吉凶変動有図説
坎宮は陰気極り一陽来復するの候に当り順柔にして内に
健強を含蓄す最も尊貴の地位たり是陽気発動の兆を専と
する所ゆへ張出備たるを吉とす必ず貴人の寵愛を蒙り家
禄増進し世々貴子を生じ職業益発達す幸福量なきの大吉
相なり然に左の図の如く建物西に傍て搆あるときは即北
方張出の地形右建物よりは艮張の位に変動して凶相を兼　
備へ地形坎張の徳空くして利吉を失ふの理あるなり是八
宮に通じて欠張の判断すべて此例を推考へ偏に地形のみ

にて論すべからず彼是照察し建物地面両中央より見て必
然の理を定べし
是張欠の吉凶を
鑑る最要の口訣
たり
北の方欠入たる
備は大に凶し北
方は水に属し冬図 動 変 形 地 張 坎

に応ず陰地也と
雖も其象陰陽中


に主たり是をもつて井水の冬温なる知べし又既に冬至の
刻に至ては一陽発生の気茲に始り且太陽臨度の初宮南面
主座の尊地とする故假令少しなりとも欠失ふときは必ず
産業衰微を主どり宅主の威徳を滅し家僕に不忠の者あり
或は田園に離れ貨財を損し其餘種々の災害踵をつぐ決し
て欠失べからす
　　　　　坤艮二宮とも欠込たる地宅の説
夫艮宮は終陰発陽の兼地たり又艮宮は百物聚会の方位と
す倶に元より欠入を禁所なり然に坤艮二方とも欠入とき
は亦乾巽へ連り満ちおのつから戌亥辰巳へ張出て四隅と
も法則に背け理逆の地形となる其凶勝て数ふべからず假
令茲今住者家僕許多ありて無双の繁栄を得とも唯一時の
栄にして恰も不義の富貴の如く次第衰微におよぶ事朝日
に霜の解が如し其理先艮欠祟咎の為に宅主家嫡および都
て男子の短命を主どり又坤欠殺気の為には婦人疾病廃人
となりて世嗣の出生を妨血脈を絶家名断絶におよぶ其応
最明なり或は若数年連綿すとも必ず代々養子相続にして
家に家僕たる人乏しく従者専ら家事を主とり終に他人の
有となりて幽に家名を遺すに至る祟殺甚きは家跡断絶し宅
舎破廃して敷地忽ち郊野田畠となるもあり実に恐へきの
大凶相なり
　　　　　治水の出入吉凶の弁
雨水井水遣水等坤艮の二方へ流出るは大に凶し坎離のな
かれ出るも次で凶とす必衰微を招き種々災害ありて難病
を発し子孫を絶し養子を主どる等の相なり其餘乾巽震兌
へ出は妨なし或は他の流水を住地中へ取込にも乾巽震兌
より流入は吉とす産業繁栄を主どり子孫生育の徳厚し唯
坤艮の二方より入は凶く坎離の二宮より入も亦同く凶あ
り
　　　　　門戸入口吉凶の弁

三才発秘に曰門は戸口たり一宅最主の所なりと夫門戸入
口は宅気開通の要所にして假令は港口切所のごとく此所
に由ずんば日夜往反して世用を達する事難し尤盛衰の関
る所なれば必す吉所を撰べき事なり凡門口乾巽に搆ゆれ
は富貴幸福を主どり職業発達して餘栄子孫におよぶなり
震離の門は次て吉とす坎兌の二宮に門を開は是大に凶し
然ども其正当を除き壬癸庚辛の位にあれば妨なし但し坤
艮の門口を大凶とす必ず衰微病災を主どり産業傾廃にお
よび子孫長久し難きなり或は右門戸假令吉所に備あると
も門口の寸尺凶しきときは又凶相となるなり委く下に述

を見べし
　　　　　中庭落庭在所の要訣
天井とは世俗にいふ中庭落庭の事なり此所に樹木水溜り
湿気の類を設る事大に凶し宅経に曰廰前の天井水を停て
出ざれは病患を主どる又曰く天井木を栽は大凶なりと凡
て中庭落庭に井を掘泉水を貯厠を搆へ樹木を栽る抔甚凶
し若止事を得ざれは坤艮および東西南北の正当に当ざる
搆をすれば妨なし但乾巽の二方にあるは吉の部なり
　　　　　玄関搆所吉凶の弁
玄関は居所の序門なり朝に有ては廰に類す廰は政所にし
て天下国家の政事を脩する尊所たり玄関は賓客出入の門
関なり此搆表門の正当にあるは凶し或は左り或は右へ傍
て備を吉とす又商家に於て玄関に類する所は先店の間
なり是諸客出入の関とす凡て玄関店の間等艮および坤を
受る搆へ凶し此二方は陰気を主る所ゆへ衰微を招て爵禄
増進の徳を失ひ業体発達し難等の難相とす乾或は巽を受
る搆は大吉相なり威権備はり家名遠所に達し子孫長久た
り東および南を受るも乾巽の吉と同し北或は西を請るも
次で吉なり
　　　　　竈の座向吉凶の弁

秘笈通所に曰竈は五祀の首禍福の主とすと是実に人家日
用第一の要所なり其搆所坤艮の地および中央の場所に搆
置事大に凶なり乾巽及び四方の正当を除きて搆置べし是
及吉相なり又火口は兌と乾とに向は散財を主どる坤艮に
向たるは種〱災害多く疾病の患あり離に向は争論を主ど
る坎に向も病災を主どる共に皆凶し唯震巽を以て吉とす
先震向は福禄発生の良相とし巽に向は家業繁昌して子孫
無事を主どるの吉相とす但し此吉凶向方に拘はらず凡て
竈の火口焚火の往来門外より見ゆるは大に凶し又火口の
員は三五七等の数続きたる備は吉とす一二六九の数大凶
とす盖八宅法によれは宅主の本命に随ひ火口搆所種々吉
凶を異にす是救貧竈卦の伝にして納甲を用ゆるときは凶
を防ことあるの説なり納甲を用ゆるとは宅命の吉凶を撰
事して其説頗る繁が故今茲に録さす委は予か著す八宅明
鏡図解にあり
　　　　　井戸搆所吉凶の弁
井の宅相に於る水火陰陽の本元にして流水の一端とす夫
水は北方坎卦の象陰中に陽を含蓄す是則万化の源運気の
始とす易に曰清は外て天となり濁は䧏て地となると地は
濁水の凝もの故山岡の形波濤の勢をなすといへり盖山岡

は地なり土なり水土一体の故を以て地理の吉凶流水を最
要とすもつて井の搆所大切なるを知べし宅経に井竈辺に
在は虚耗年々といへり凡そ井戸竈に隣て備置こと最も忌べ
きなり又其搆所は東西南北ともに其正当にある事を忌就
中南の正当に井水あれば家内に盲聾躄者あるかいづれ難
病を発する事を主どるなり又丑寅未申の方に搆たる産業
衰微を主どり世嗣出生なく或は短命にし代々養子相続の
家となるの相とす唯其吉なるは乃辰已戌亥の方なり是住
人福禄多く家業の繁昌子孫に至る又甲乙庚辛の四山も亦
吉なり次で壬癸の位にあるも難なしとす
　　　　　厠搆所の要訣
厠は臭穢を止る所ゆへ貴所陰地に搆置べからずして又殊
に祟害なき地を撰て搆所坤艮の二方にあるは家業に妨事
繁く或は病災を発し子孫を絶し養子相続の家となる又東
西南北の正当に搆るも大凶とす又乾巽は辰戌の方を除て
已亥の場所に搆へ四方は正当を除八千の位にあるを妨な
しとす
因に曰或人長病を患ひ鍼灸薬餌種々医療を施と雖も曽
て験なしといふ予が曰其所労は是五臓の傷損より生する
なるべし然は鍼薬の験ならんは叶ざるに猶其効験を得ざ

るは全く家相の祟害に必せりと其年齢を問に中元庚申
年の生にて二黒土命の人なり是生年の申は坤を本宮と
し二黒亦坤を本宮とす故に坤は足下の為両本宮たり恐
らくは坤方に不浄の搆あるべしと断す客驚て曰我宅辰
已勝手なれども厠は坤に有と予が曰足下の病根是其厠
の祟に必せり宜く早く転すべしと乃方位を撰て厠を辰
已の方へ替さしむ果して長病平愈せり
　　　　　神棚搆所吉凶の弁
凡神棚を人家の内に設置事其実は神霊を瀆すの憚あり唯
朝暮其方に向ひ遥に拝して安全守護を祈り尊ひ信て可な
り然ども世に習て已ことを得ざれば間数ある家は別に神
間を設べきなり若小宅にて別間に祭祀し難は唯中央およ
び坤艮の場所を除高き所に清浄を抽で鎮祭すべきなり凡
祭檀は南向を以て最吉とす東向北向は是に次く西向辰巳
向も次で可なり其餘はすべて宜しからず就中丑寅未申に
向ひ鎮座祭檀を設ときは神徳至らずして祟咎あり是陰中
に触あるか故なり
　　　　　仏檀搆所吉凶の弁
仏檀は先祖の霊牌を安置して香花を執供養して朝夕に恭
敬拝礼し先人孝妣に奉仕する所にして是亦人家に於て最

も重じ不潔を避る事を要とす其搆所は戌亥辰巳を吉とす
是家業繁昌子孫永久を主どる唯坤艮の二方にあるを忌子
孫に祟害多し其餘方は妨なし但し向方は東に向ふを大吉
とす家人和して発達の気を得なり西に向ふも吉事多し北
向南向は凶たり但し搆により亦妨なき理もありと知べし
　　　　　天窓明所吉凶の弁
天窓は陽明を受ん為にてほど能搆たるは住人発達を主ど
る若居宅に応ぜざる大造なる天窓は却て陽気をさかんに
過て横難を発す宅経に陽明なれば魂を傷ふといへるも宅
中陽気強盛なれば必す眼疾頭痛等の病症を発し遂に元気
を傷ものなり凡搆所は東辰已南戌亥等を吉とす西および
北は是に次唯未申丑寅の二方に明を大凶とす坤艮陰気の
為に陽明を破り住者に病患ある事を主どるなり其餘建家の
中央或は棟近く又井竈の上抔に天窓あるを忌の説あり委
く下に述ぶ照覧すべし
　　　　　浴室搆所の要訣
浴室は膩垢臭穢を洗浴する故最も不浄の所とす且常に濁
湿の気を止むるを以て坤艮の陰位に搆ある事別て凶なり
種々災害ありて家運傾廃する事を主とる餘は乾巽および
東西南北の正当を除置ものともに妨なしとす

　　　　　畳間取の秘訣
畳は座臥を安んずる台にして其徳地の万物を載に等し故
に家宅の用に対して自然吉凶を顕はす事著明なり尤其用
法諸家論説區々として同しからすと雖も理の遠きは姑く
措き先其最要とする旨趣は玄関或は店の間抔表面を受る
所の間に相生の数を布こと是間取鑑考不易の法なり又居
間の畳数は宅主の本命に随て亦相生の数を布こと乃吉な
りとす餘は推て知べきなり今初学の為彼二條を具に挙て
其例を左に示す但し畳数の五行は一畳を乾の金とし二畳
を兌の金三畳を離の火四畳は震の木五畳は巽の木六畳を
坎の水七畳を艮の土八畳は坤の土とす九畳より上は何十
畳にても八卦の数八に満を除き残の数にて五行を定むる
なり乃九畳の如きは八を除て残り一なり一は乾の金に属す
故に九畳を金数とにす餘は推て知べきなり
玄関店の間抔
同北方を受る間は四畳五畳九畳十畳等金木の畳数吉なり
同南方を受る間は四畳五畳七畳八畳等木土の畳数吉なり
同西方を受る間は六畳七畳八畳十四畳等土水の畳数吉なり
同東方を受る間は三畳六畳十一畳十四畳等水火の畳数吉なり
同戌亥を受る間は六畳七畳八畳十四畳等土水の畳数吉なり
同辰巳を受る間は三畳六畳十一畳十四畳等水火の畳数吉なり

同丑寅を受る間は三畳九畳十畳十一畳等火金の畳数吉なり
同未申を受る間は三畳九畳十畳十一畳等火金の畳数吉なり
主人の居間
　一白本命の人は四畳五畳九畳十畳等金木の畳数吉なり
同二黒本命の人は三畳九畳十畳十一畳等火金の畳数吉なり
同三碧本命の人は三畳六畳十一畳十四畳等水火の畳数吉なり
同四緑本命の人は三畳六畳十一畳十四畳等水火の畳数吉なり
同五黄本命の人は三畳九畳十畳十一畳等火金の畳数吉なり
同六白本命の人は六畳七畳八畳十四畳等土水の畳数吉なり
同七赤本命の人は六畳七畳八畳十四畳等土水の畳数吉なり
同八白本命の人は三畳九畳十畳十一畳等火金の畳数吉なり
同九紫本命の人は四畳五畳七畳八畳等木土の畳数吉なり
右に述る所即一宅畳数の起元なり是よりして餘は普く世
に通用する所の法たる間取の続柄に因て次々相生の数
を得を以て畳数を定べし但し間続相生を得とも中央に四
畳半の間取りあれば必ず子孫放逸惰弱にして散財を主どる
なり尤中央に限らす四畳半の間取り多き家は衰微を専とし
て凶し又大目畳を多く用ひ或は端畳を布用ゆる事宜しか
らず依て大目畳端畳を布べき所には板床を用るべし又畳
数の相生を得と欲するときも得難きは及板床を以て畳数
を減せしめ相生の数になるを要とす假令火の相生たる土

の畳数を布とき九畳ならは金の数ゆへ凶し依て一畳を板
所となし残り八畳土の数となるを以て火の相生を得なり
餘は推て知べし
　　　　　宅内遣水流所の要訣
茲にいふ遣水は都て不浄を洗洒したる濁水を指也此水住
地中に溜滯する事甚凶し速に流出るを以て吉とするなり
然に此水坤艮二方へ流出るは至て凶く坎へ出も同く凶し
離に出は次で凶とすいづれ宅主妻妾に祟り又養子を主ど
り病難を招く抔軽重に随つて種々別ありと雖も祟害免難
しとす其餘辰已戌亥甲乙庚辛等の所へ流出は妨なし
　　　　　段階子置所の要訣
段階子は置物調度なれども上下の通ひ桟に類して必其所
を踏トる故假令ば出入繁き地の踏窪が如き理によつて是
を中央の場所に設る事を忌なり凡中央は一宅の枢要なる
を以て偏重に踏トめ破り犯を忌なれは憚て犯ことなかれ
必す宅主に病災ありとす
　　　　　物干場所搆所の説
物干場は大小とも用繁く宅舎に無て叶ざるの物たり但し
全く不浄の類にもあらされは方角に吉凶なし然ども家の
棟越或は井竈厠等の上に当て搆ゆるは凶相とす其説委し

く下に載たり
　　　　　倉庫搆所吉凶の弁
倉庫は土を主として建栄する故土に属すと夫土は陰なり
故に坤艮の土宮陰位に搆ゆれは重陰の理にして大凶なり
必ず衰微寂寞を主とり主人短命にて子孫断絶におよぶ盖
倉庫は一切家財穀物等を納置所ゆへ坤艮陰位にあるもの
は納むる所の宝貨名器其徳を失ふといへり凡戌亥およひ
辰已の場所にあれば彼宝物おのづから徳尊大富貴を主ど
る南方は是に次で吉なり西に搆も宜し北は壬に傍東は乙
に傍て搆置もの妨げなし
　　　　　牛馬部屋搆所の要訣
牛馬部屋は尿糞臭気常に断ず地汚穢多くして不浄厠に勝
りとす故に陰地に搆あれは自然牛馬柔弱す利用疎き耳な
らす穢毒陰殺に混乱して祟気甚く種々の災禍損失多く家
人病労を主とるなり乾巽の二方は無難とす東西南北の四
方はいづれも正当を除き搆ゆべし又妨なきなり
　　　　　堆磨部屋搆所の要訣
堆磨部屋は坤艮の二方に搆ゆる事大に凶し是家人食する
所の米穀を扱ふに陰毒に触ん事恐るゝ所以にして坤艮は
固より陰悪衆会の地位なればなり乾巽及甲乙丙丁庚辛壬

癸の所にあるは妨なし然に又狭宅に住て米穀取扱を業とす
るもの抔堆磨乾の隅に居て南軸東軸とし巽に居て西軸北
軸とするは吉なり若数十挺ある中には坤に有て北軸東軸
艮に有て西軸南軸となるものあるべし是極て凶なり往々
産業衰る事必なり
　　　　　納屋搆所の要訣
世俗に納屋といへるは日用の雑物或は塩噌漬物或は炭薪
よりして間盥盤箒等の不浄のものをも納置所にてすべて
坤艮陰悪の地搆こと大に凶し住者病災に罹り子孫災ひ
多きを主とる其餘は甲乙丙丁庚辛壬癸の位又乾巽は戌辰
の位を除き亥已の所に於て搆べし各妨なしとす
　　　　　離座敷搆所の説
離座敷の搆所はさして吉凶の論なしと雖も坤艮へ張出或
は欠込の備となるは別て凶なり盖欠張の吉凶は別に説あ
り今先一例を挙て示さん假令は家の惣搆艮巽の二方欠込
あれば是東張吉相の位とす然るに彼艮の欠入たる所へ離
座敷を搆ゆれば惣搆巽欠の形なりて凶相に変ずるの類
なり餘は推て知べし又都て一方口の離座敷は大に凶し必
ず家督に離るの災あり斯の如きは一歩に連子窓を開て両
方口の備となして補ふへし

　　　　　茶室搆所の要訣
茶室は閑雅遊樂の所にして要用の備にあらざれば搆所さ
して吉凶の論なし然ども四面に樹木を栽厠の搆へ灯籠手
水鉢の置所抔閑雅にして専ら隠逸を好むゆへ坤艮の陰地
に搆あるは大に凶し自然住人に災ありとす唯乾巽の地お
よび東西南北は其正当厠手水鉢抔を置ざるやう搆ゆれば
更に妨なき耳
　　　　　池泉水搆所の要訣
池泉水等は井泉河水の活物と同論にあらす頗る失精の死
水にして人世の利用なく唯陰逸を主とするより遂に陰湿
に近き凶備とは成なり故に坤艮の地にあれば災ひ甚しく
宅主妻妾病労断ず或は夭死の患ありて養子を主とるなり
又離宮にあれば難病を患必不仁の人あり乾は戌の所巽は
辰の所を忌己亥の方および甲乙庚辛壬癸の位にあるは先
妨なしとす
　　　　　築山搆所の要訣
築山は人力を以て作す所たとへ草木生というとも元是純
陰の物たり且庭前壮観の潤備にして彼地泉の如く人世の
利用を達するものにあらざれは其凶相となるものは即ち
其所を妨が如し若坤艮土の場所にあるときは陰気重なる

を以て別して凶なりとす北にあるものは是北方又坎陰の地
なりと雖も彼玄武丘陵の理を以て妨げなしとする耳其餘方
に於はさして妨なしと雖も好て作べきものにあらず
　　　　　手水鉢水瓶堀込用慎水薼芥場
　　　　　水溜水吸込等搆所の要訣
上方に鉢前と稱じて庭前手水鉢の傍に遣ひ水の吸込場所
を搆ゆるあり又水走り水瓶堀込の薼芥場水溜等は凡て陰
湿なるものなれば坤艮二方に搆ゆること大に忌是を犯は
凶甚く或は宅主病労となり子孫を絶し代々養子相続を主
どるなり凡て遺水の土中に吸込湿気を止むるの備を営む
事は八方ともいづれに有ても大に凶し凡住地中不浄穢物
を備て吉とするの場所なし唯止ことを得すして設ものな
れば其搆所によりて聊妨を防のみなりよつて遣水抔は害
なき所へ速に流散ずるを要とすべし
因に記或人宅図を携来て家相の鑑考を乞予閲するに都
て良相なり唯艮に手水鉢有て水の吸込場を搆たり予曰
此凶相聊なれとも生年此艮宮に応ずる人住居あれば恐
くは長病を患う事ありと示す客答て曰悴久来疾病を患
て其年齢を問に下元庚寅年の生にて八白土命の人なり
是生年の寅は艮本宮たり八白は艮即本宮なり故に艮宮

は病人の両本命宮とす宅の吉相に就ては此凶備聊の事
なれとも住者の本命に応ずる故祟害大なるなり依て吉
方を撰て彼手水鉢吸込を取除しむるに日あらずして長
病全快せり又竒ならすや
　　　　　地宅を相する心得の最要
夫地形宅舎の欠張倉庫堆積磨井戸厠等の搆所宅中の調度畳
の間取抔は所見分明にして図し得易く吉凶の理も亦おの
づから目下に瞭然たれは惑なし唯其図面にも写し得難く
して而も大凶相となるもの亦種々あり是等は偏に図を以
相するときは吉凶判断の理盡し得べからず因て今相者
心得の為其図し得難き所のもの数箇条を挙て以て初学の
便覧に備ふ先地形宅舎内外の調度畳の間取に至まて都
て十全吉相のみを備たる家は曽てなし故に家宅を相する
事容易ならず宜く全体を観察し大概吉凶相の多を以て判
断を決すべし然に又三吉七凶の如きは凶相と断ずべき事な
れども若其三の吉相尊重にして七の凶相卑軽なれは全く
凶相とし難き理あり依て種々兼論じ動ざるを以て其相を
定べし
　　　　　陽気なき地に家を建とき陽気の地とするの弁
地は万物を育ふ根本なる故陽気充て且潤沢あるを吉とす

是を二気相合の位とす最も生育の徳厚き地なり凡乾燥過
潤なる地は草木生じ難ものにて人家を営に益あらず宅経
にも草木生ぜざる地に居せずといへり若過潤陰沢なるに
は宜く陽土を以て地を三尺築き而して居住すべきなり
　　　　　磁石居所の誤を訂す説
磁石居所今多く家主の居間を用ゆるものは是原古聖の示
伝を学び誤たるものと知べし夫居間は宅中の尊所にして
中央と定むる事理の至極なれば家宅建営の節家主の居間
を以て一宅の中央に搆へしとの教法なり然に今人古聖の
教を学誤り偏に居間を以て中央なりと心得従来の建物に
て家主の居間宅中の傍端に搆あるをも論ぜす只一般に中
央と定磁石の居所とするは大なる僻学杜撰の事なりよつ
て家宅を建には右に述る意を以て家の中央に宅主の居
間を設け搆べし是必然の理なり
　　　　　家相鑑考に方位を愆こと有の説
家相鑑考の節内外の調度備へ所を愆ことあり是彼磁石の
居所差違する所以にて譬は正く西に当たる倉庫井戸厠等
を誤て坤と見の類なり凡磁石居所は本宅中央を以て正法
とす然に居間を以て中央とするなり又惣搆の中央を用ゆ
るあり或は大極柱を中央と定るあり此の如く磁石の居所

を誤ゆへ造作の場所自然相違す必す俗説に惑べからす又
一箇の秘伝あり假令は磁石を以て見ときは厠泉水薼芥場
等不浄の類ひ震の部に当あるとも猶地面の中央よりみれ
ば艮𠋣の搆となるときは亦大に凶し然とも磁石居所を以
て見し凶相よりは聊軽き意味ありと知べし
　　　　　地面狭く建物大なる家の説
住居の地面に応ぜず家大造に建連ね堂舎の如くなるもの
大に凶し凡家宅の備はものに遮り目立てみゆるを凶とす
所謂我岳高嶺神の憎を蒙とあるが如く殊に村里抔は建物
間遠なる故市中建続たる所と違ひ右の備あれは猶以て凶
甚しくおのずから災を招き往々家頽廃して遂に断絶におよ
ぶものなり
　　　　　家の大小に依り住人の多少に随ひ
　　　　　吉凶ある弁
其陰気は幽冥に衆る同気相求る自然の理にして家広く人
少きは寂寞とし陰毒を誘ふの理ありて必ず衰微を招くな
り但し非常の為に多の間数を搆置は格別たり徒に間数多
して人少きは往々滅亡におよぶ事必せり又家狭少にして
住人多は吉なりとす
　　　　　家宅に用ゆる吉凶材木の弁

家を建には先用材を撰べし若陰木を以てすれば発達を妨
衰微を主どり家内に病人口舌絶さるなり凡庶人の住宅は
松杉椵桧等を用べし槻栴檀柳抔の陰木を交用ゆれば必ず種
種の災あり然ども土地の偏気により夫々に用べき利木な
くして槻を以てせし家宅も田舎には亦無にあらず是等は
辺鄙不便利の地なれば止ことを得ざる所なり又神社は桧
を以てし寺院は槻を用ゆるを吉とすと雖も是も亦国所に
より然へきの用材なくば勝手に任せるも是非なしと知
べし
　　　　　門口家の入口寸尺吉撰の弁
大門は惣宅の生気即表戸口なり宅
門は一室の生気即中戸口なり共に
気を生するの位にして住居最要
の所とす依て吉相場所の門戸たり
とも寸尺凶ときは損財多く家業衰
微を主どる故に今天星尺を以て門
戸寸尺の吉凶を決せん事を示す此
天星尺というは曲尺九寸六歩を八
帰して各一寸二歩宛財病離義官
[image: ]刧害本の八字に配し以吉凶を分別

す譬ば高さ六尺二寸の門口なれば
彼天星尺を以てはかるに六度運て
曲尺五尺七寸六歩を除き残る四寸
四歩に又天星尺を引付みれば乃義
字に当る是即吉なりとす横幅も此
例を以て吉寸を求むべし盖大門宅
門に限らす房室および窓倉庫等す
べてこの天星尺の吉寸をもちゆべ
し
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　　　　　塀の高低吉凶の弁
人宅四面の囲み塀勝て高ければ宅中陰気に陥り陽明を隔
の理ありて凶なり又大に低すれば宅中陽盛にして潤沢を
失の理ありて凶とす唯純陽純陰ならす程よく備たるを吉
とす宅経に大明なるときは簾を下て以て其内殺を和し太
暗なるときは簾を捲て以て其外曜を通ずといへるも陰陽平
分して中和に恊を吉とするの謂なり
　　　　　古井戸地中に塞ある宅地の弁
吉方の造作を営み吉相の家宅を搆て住居しながら猶家人
異病に悩み不仁虚羸湿瘡血症抔五体不具となる病を患ふ

る人あるは必ず地下に古井塞あるの祟気なり宅経に曰古
井を塞ことなかれ人をして耳聾盲目ならしむと尤当主地
下に古井塞あるを知ずして住居とすといふとも其害免
べからずして種々大病を患るとき多し依て古井抔決て其
儘塞置べからず猶略埋等も凶し若不用にて取除かんと欲
せば井中水清しまで悉く取上清土を以て埋べし其法委く
中巻に述覧べし
　　　　　家の棟木接所に依て凶相の弁
建家の棟木通ざる家は大に凶し必ず子孫を絶し養子相続
を主どるなり宅経に棟を接て屋を造は三年にして一哭あ
りといへり高貴の殿舎など桁行数十間に及とも必ず通り
棟を以て営たまふ事なり故にたとへ下民の茅屋たりとも
棟桁を接たるは
大に凶し但長屋
建抔一宅毎に接
あるは妨なしと
雖是も中途にて
接置は大凶相な
り又棟筋通ざる図 の 搆 る ざ 通 筋 棟

搆も同意の凶相


と知べし棟筋通ざる搆といふは譬は桁行十間の建ときな
れば五間の間は棟高く夫より少し棟筋を下て建たる類な
り右図の如く一棟にして高低片々に建たるは全体不具の
形にして祟害多く養子を主どるなり
　　　　　高棟の建家住者に依て凶相の弁
高貴の殿館楼閣および社家僧坊等は其沙汰に及すと雖も
下民の家宅に於ては他家に遮りて棟高く三階或は高楼に
等き房室を営こと大に凶相となるなり宅経に屋高ければ
陽盛にして明多く魄を傷といへり必ず家人病災多きを主
どるなり
　　　　　段違の床敷住者に依て吉凶の弁
凡高館に上段下段抔間毎高低あるは君主権勢強し臣下従
の大吉相にして格別の義なり社家僧坊等も亦同意にして
吉とす只庶人の家宅に此備の如く床敷段違に搆は大に凶
し必ず宅主慢心を生じ気性高く驕奢を好み産業おのずか
ら廃りて終には家宅滅亡し主従離散する事を主とる
　　　　　路次の上を二階に取込たる搆の説
都会の地市中の家には通行路次の上を二階座敷或は物置
場杯に取込たる搆間あり大に凶し極て産業衰微し損財病
苦多くを主どる凡て事物の理は下濶く上狭きを以て順と

す宅舎の如きは礎を以て一搆の盡界とするゆへ此備の如
く二階の建物礎外へ張出は下狭く上濶の象にして事物の
理に逆ひ転倒なるを以て凶相とはいふなり
　　　　　二階廊下搆所に依て凶相の弁
住者の好により井竈ある所の屋根を低く作り其上を二階
廊下に搆あり極て凶し或は二階より便所へかよふ斜橋抔
此所に搆も同く凶とす必ず祟害あり是凡て其所を踏犯す
事を忌なり抑井竈は水火にて人家陰陽の起元各生命を保
の基日用の最主たる故その上を通行し踏犯ときは決して
家内に病者絶す五体を損傷し廃人ある事を主どるなり恐
慎へし
　　　　　天窓井竈の上に有搆の説
井戸竈のうへに天窓ある凶なり種々病患を主どる但し井
竈の上を除て筋違て明置鼎中井中に太陽の餘光照臨する
やうの搆を吉とす又云竈の上に一切刄物其餘何品にても
置こと勿宅経に刀斧竈上に安ずべからずといへり暗に祟
害を蒙る事あり又曰く見露に井を窺事なかれと是井中鮮
明にして見露なるときは宜しからずとの謂なり慎で犯す
べからす
　　　　　漏斗窓ある搆の説

家の中央庭前に遠き所は暗陰なる故陽明を受んため高棟
より漏斗窓と称するものを以て大造なる明取を設あり是
宅気洩易して大に凶しおもひ寄ざる災害あり別して中央の
領度にあれは主人短命を主なり
　　　　　布石多くある宅地の説
人家の地は勿論神社仏閣或は繁昌の市中に於てもすべて
多の布石を居る事必す衰微を招き地徳を失ひ産業傾廃す
るの凶相たり夫石は元土の凝塊る所にして極陰のものた
り陰は能ものを支ゆ故に多くの布石をすれは陰毒孤結し
て陽気感容の地徳を失おのづから衰廃を主どる既に浪華
の城西に海辺の産物を鬻く繁昌の市場あり亦同所金城の
南に当て浪華第一繁昌の神社あり共に近世布石をせしよ
り己前に変て衰微せしを見て知べし
　　　　　窖搆所の心得
窖は窪にして險陥の象たり尤陰気衆合の理あり故に元よ
り好しからぬ物とす謂べし寝所窖上にあるものは極て短
命なりと別て中央辺に搆あるときは主人必ず短命なり其
餘八方とも吉なく凶多し但し若産業の勝手により止こと
を得ずして造らは戌亥辰巳の二宮に搆へし是即聊害少し
とする耳然ども殊に大造なる窖は決して造りいとなむこ

と莫れ
　　　　　竈家の棟筋虹梁の下に当りある搆の説
竈は五味を調和し人命を養ふ所にして最も家搆の要所た
り故に方向の吉凶著明なる事予嚮に著家相一覧に述が如
し然に方向に抱はらず都て宅舎の棟桁すじ又虹梁の筋に
当り打越て備たる竈あり是大に凶し則五味調和の徳を失
ふ故住者の元気衰へ病㾱の人絶ざるを主とるなり彼棟桁
虹梁の真筋に当り搆たる竈は譬ば赤道の直下に当る国
土の陽気過盛にして潤なきが如し宅経に人の居所乾燥に
して潤沢なきは凶なりといへり以て知べし
　　　　　両竈向合ふ搆の説
竈は火を以て主とし離卦に配して陽気の最重とす両竈向
合ふ搆は離火衆合し万物消滅の理ありて大に凶し主人必
ず短盧となりて常に争闘口論の災ひ絶さる事を主どるな
[bookmark: _GoBack]り但し台竈庭竈或は常に焚用さるものにても両竈向合せ
るは皆凶相なりと知べし
　　　　　竈仏檀向ひ合搆の説
竈仏檀に向ひ合て搆こと凶し其譯仏柤は陰を主とし灶は
陽を主とす坎離水火の象なれば水能火を刻するの理を以
て此備方を凶とす家内に口舌爭論絶ざるを主とるなり

　　　　　竈井戸向ひ合搆の説
竈井戸向ひ合せる備方大凶なり極て住者に祟り必す盲聾
躄者あり宅経に井竈相看もの男女内覧を主どるといへり
是灶は離火なり井戸は坎水の象にして乃水刻火の殺相た
れば大凶なりと知べし
　　　　　竈仏檀軒下にある搆の説
仏柦灶等軒下に搆たる家あり尤凶なり夫軒下は往来にし
て自己の地面にあらず凡公地を取込私宅の調度を備置こ
と王法に背の罪軽からず剩此所に祖先を祭る霊檀人命主
要の灶抔を置は不当不敬の甚しき災害遁し道なし
　　　　　仏檀安置の霊像に依て凶相の弁
人家新に仏像を迎ひ請ずるは方位の吉凶および御尺長短
の善悪をも精撰すべき事第一の心得なり又庶人の宅に名
作の仏像名筆の名号等は勿論尋常の仏体画像にても徒に
筐に納め貯置ときは家人に祟り疾病の患多く殊に妻子に
無事を得こと難しとす依て是等は其菩提所へ納置か又は霊
檀を搆へ日々香火を献じ尊信怠すして可なり
　　　　　厠外建物と一棟にある搆の説
厠は他の建物と続棟にすべからず或は納屋浴室抔と一棟
の中に厠を搆たるもの間あり大に凶し家内に病人絶ざる

を主どるなり但し納屋浴室等と並ある厠にても棟を別に
して搆置ば妨なしと知べし
　　　　　厠搆に拘はらずして凶相の弁
備所は凶ならずと云とも北向北窓の厠は大凶なりとす是
則北方太極星の影向となる故なればなり但し厠の前に建
物有て彼太極星を隔遮は北向き北窓ありとも妨なしと知る
べし
或人の愛女年久く病床に有て薬餌鍼灸は更なり祈脩祭
奠懇なりと雖も曽て験なし恐く家相の祟なるべしと親
族の人予に物語り往て一覧玉はりたしと乞依て即日彼
家に至り其宅相を鑑に先吉相なり然に彼愛女の居間先
に北窓の厠あり尤も庭前広くして樹木と右厠の間を隔北
方空地となりて遮るものなき故太極星の餘光厠の中へ
照臨するを以て息女の病災此厠の祟なる事を示す主人
曰く星光厠の中を照せし祟餘人に応ぜす唯少女のみに
災たるは如何答て曰く厠は婦人常に流血の不浄を納臭
悪に穢こと甚しき故其凶相あるときは婦人の祟咎烈し
とす今息女の病災此祟殺に必せりと則吉方を撰彼窓前
に囲を搆へ厠を覆隔に竒なるかな久来の疾癆次第に平
愈し終に全快におよびたり

　　　　　火燵囲炉裏搆所の心得
火燵囲炉裏の類ひ中央辺に明置こと大に凶し必す宅主災
害多を主どるなり夫中央は八方の主宮にして一宅枢要の
所なれば諸宮を管ずるを以て家主の位とす故に中央近き
辺に右等の不浄搆ある家は必ず主人に祟なり但し火燵は
座敷の下にあるを宜とす上座に明べからす
　　　　　棟越に火の見場涼み台ある搆の説
浪華の地抔には家の棟越に火の見涼み台の類を搆たる所
間あり大凶とす極て産業衰微しおもひ依ざる損財ある事
を主どるなり夫棟筋は一家の前後或は左右の中位とす中
位は則主座尊貴の管たり故に一家の棟筋を犯し破こと尤
も凶なりと知べし
　　　　　屋上の涼み台物干場搆所の心得
屋上の涼み台物干場等を搆へ或は火の見場への通梯を設
には井戸竈厠の上に当ざるやうすべし凡井竈厠の三は人
家日用の要所にして自然神霊備り依て其上を踏犯ときは
必ず家内に難病ある事を主どるなり
　　　　　庭前に植を忌樹木の弁
庭前の植込に蘇鉄石榴梭櫚芭蕉椵等都ての陰樹又は大木
となり易もの栽べからず別て坤艮にあるを忌なり尤とも

庭前に限す凡て住地中の樹木生長して家の棟より高く立
伸ときは宅主災害死亡を主とり陰樹は衰微を招くを以て
なり宅経に庭心の樹木は閉困を主とるといへり惣じて陰
樹のみならす植込繁く陰湿盛なるときは必種々災あるも
のなり
　　　　　庭前石燈籠飛石置所の心得
庭前に飛石を繁く置こと大に凶し是石は極陰のものなれ
ばなり別て坤艮の地に石燈籠飛石等あるは陰湿盛に行住
人に災多く必す宅主妻妾子孫に祟り病災夭死を主どるの
大凶相なり
　　　　　三階庫の説
三階土蔵を凶相とする事は全く棟高く聳が故なり彼高木
風に折易といへるが如し尤も三階に限らず二階建にても棟
高ければ同事の凶相とす都て三階造りは世人唯便用のよ
きに任て建搆と雖もおのづから棟高聳て凶相となるの理
あれは必す好て建べき物にあらば決して家業衰微を主どる
なり
　　　　　切縮たる倉庫の説
坤艮の二方にある土蔵は元来好しからぬ故若従来の倉抔
は一方を切減して其凶相を避しむるの法とする者あれど

も是甚だ凶し却て凶相を募り子孫夭死し家産破廃する事
を主どり終に断絶におよぶなり
　　　　　太極柱に根接有の説
其太極柱は家の中央磁石の座に備を以て本とす乃太極座
にある所以の名なり是一宅の枢要にして最も用材を撰べ
きの随一なり必ず根接は勿論疎材埋木抔を用ゆる事なか
れ極て宅主死亡の災を主る其餘都ての柱および敷居鴨居
に至まで全体切接あれば宅主或は妻子親属に祟とす其凶
推して知べし
　　　　　門口柱に根接有の説
家宅門口左右の柱一方にても根接切接を用ことなかれ家
僕に不忠の者あるを主どるなり尤都て柱の根接は何の所
に有ても凶相となる事なれども就中門口は開通禀和の要
所なる故聊も不正の備あるときは假令吉相の門口なりと
云とも生気を失して損財多を主どるなり
　　　　　片々建替たる家宅の説
棟違建物なれば格別一棟の中にて或は勝手向台所等は古
建物の儘に差置奥住居座敷等を屋根ともに破却て改造す
る類是を世俗に半造作といふ甚だ凶なり此建家は家業次
第に衰へ子孫血脈に祟り代々養子相続を主どり終に家断

絶するに及なり
　　　　　隣を取込て一住居にせし家宅の説
住宅の隣を取込二軒を一居とせし家あり是大凶なり次第
に衰微を招き産業傾廃におよび往々家名断絶する事を主
どる別て其隔の柱を中途より切取こと甚凶し必ず死亡の
災あり若此備あれは切残たる柱を取除き新に柱を入べし
即災害なきなり
　　　　　逆木柱を用たる家宅の説
凡人家夜陰に至り何となく鳴響くものあるは建物の中に
逆木の柱を用あるか故なりと即世俗夜鳴柱といふ実にあ
る事ならば是全く時ならずして鳴べけれども只深更に及
で閑静なるときは其鳴音の響き強聞ゆるなるべし盖異説
は論ずるに及はず唯すべて逆木の柱家相に取は凶相なる
ものなれば造作の節宜く撰用べきものなり
　　　　　石墳を営造るの心得
石墳を営は祖先誉光を伝へ遺さん為にて是孝道の本旨な
れば別て身を慎み天地を恐み方道を大切にし宜く吉方吉
日を撰聊も方祟凶相これなきやう謹み以て之を営べし必
ず後栄の守護を得て子孫長久の幸慶疑ふ所なし尤祖先を
重ずとて驕奢花美を募べからず専ら家名相続を旨として

偏に分限を弁へ不過の質素を守こと肝要たり夫庶人とし
て巍然たる石墳を営みたるは全く穿窬にして悖令の罪軽
からず却て祖先の名を汚し家名を滅亡せしむべし凡由緒
なきものゝ大造なる石墳を営たる家の子孫連綿として繁
昌せるは更になきを以て弁へ知べし
　　　　　地宅相法の最要坤艮二宮禁忌の論
凡地形宅舎の欠張および調度の備方家搆の心得等前に挙
所の数条は偏に其秘を伝ん為相法の理を盡しこれを微細
に述ものにて実に其如の家居あるに於ては宅相の全美を
盡せるものと謂つべし然ども恐くは斯悉く全備するもの
はあらず故に或は此の吉相を以て彼の凶相を防ぎ或は彼
の吉相を以て此の凶相を補ふ等の深理妙用を沉案して其
祟害なきを鑑み定て可なり唯其緊要にして聊も忽なすべ
からざるものは坤艮中の三所と井竈厠の三備となり是地
宅両搆の主要人家日用の切所にして殊に吉凶の拠関る所
たり餘の備みな吉なりといふとも此凶相を防ぎ補こと能
はずよつて必と其吉相を撰べきなり夫坤艮及井灶厠の重
き事はいふに及はず家宅中央を貴ぶべき事は一搆の太極
なれはなり故に此所に凶相あるときは其祟害最も烈し更
に吉相あるときは其功徳も亦他に勝れりとす凡貨財を求

めんと欲する人は中央の間に一畳二畳九畳十畳或は十七畳十
八畳等凡て金に属する畳数を布べし必ず日あらずして財
を得の幸福を招き極て発達富貴する事を主どる是中央は
即土に属する故此所に金数の畳数を布ときは土生金の理
によつて然らしむるものなり抑土は五行の始元にして木
火金水其気皆土に生滅し以て四時運転するなり八宮中に
於ては坤艮の二宮未申丑寅の二隅に配して土に属す土は
是即地なり故に地勢の相法坤艮の備を以て主要とす凡て
国郡村邑等も其地の丑寅および未申の方に当り池沢抔の
陰物備あれば一村必す衰微困窮を主どるなり猶一宅の搆
に於ても其理同く坤艮の方に陰湿の備あるは甚た凶し假
令一旦富貴繁栄する事ありとも暫時にして家名断絶にお
よぶこと前条に屡述が如し既に借宅長家建にても惣地面
の坤艮に不浄陰物の搆あつて為に借住の輩ら衰微貧困し
永住せずして空家となるもの多く見およぶ所なり凡て家
主たる人我住宅にあらずとて家相を撰ます猥に工人に任
せて家建造作をする事大なる過なり借住の人に不祥ある
ときは家主も亦其難を蒙なるべし初より吉相を撰み住人
をして祟害ならしむるは是亦陰徳の一端にして住人繁
栄を得て永住せは即家主の幸慶なり必ず能此意を弁へ自

居は勿論借宅建替の節は住居の便利を旨とせず偏に備搆
の吉相を撰み假令勝手は悪とも丑寅未申の所に井竈厠は
勿論水溜水吸芥入或は井水雨水遣ひ水の流込其外すべて
地に湿気を止る類を備置ざるやうすべし是居地撰擇の先
務家宅相法の緊要にしてよく万代不易の富貴を招き子孫
長久ならしむるなり








家相秘伝伝集上之巻終



　明治二十六年東京より
　　買入郵便小包到来す
　　安孫子儀太郎用書
明治四拾壱年
　　　小野庄六え売渡し
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